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医
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よ
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追
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循
環
器
の
健
診
は
、
４
月
１
日
か
ら
年
齢
や
保
険
の
区
分
に
よ
り
「
特
定
健
診
」

と
「
健
康
診
査
」
に
分
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
受
診
の
仕
方
は
市
の
集
団
健
診
と
、
市
と

委
託
契
約
を
し
た
医
療
機
関
で
受
け
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

健
診
を
受
け
る
と
き
に
は
受
診
券
と
保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
が
ん
検
診
は
今
ま
で
ど
お
り
市
か
ら
通
知
し
ま
す
。
受
診
券
や
保
険
証
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

■問い合わせ

　保険医療課　 57-8510

◆受診ができる市内の医療機関

◆特定健診（40～74歳：国保、健保など）

◆健康診査（75歳以上：後期高齢者医療保険）

　受診券は、それぞれの医療保険者（共済、健保など医療保

険の運営団体）から届きます。国民健康保険の加入者とその

扶養者には、市の担当から４月中に送付します。

　対象者には、３月中に受診の方法について調査を行います。

　集団健診を希望する人は、地域で集団健診が実施される

まで受診券を大切に保管しておいてください。実施日が近

づきましたら通知します。国民健康保険以外の人は加入先

の医療保険者に問い合わせてください。

　受診券は、生活習慣病で治療中の人を除き、健康診査を希

望する人には、後期高齢者医療の担当から４月以降に受診

券を送付します。　

　対象者には３月中に、①生活習慣病（高血圧・糖尿病・脂質

異常・脳卒中・心臓病など）で治療中であるか？②健診を受

けるかどうかの調査を行います。

　特定健診と健康診査の受診券を送付する際に、３月に決

定する市内の医療機関をお知らせします。

　※市外にも健診ができる医療機関があります。市外の医

療機関で受診を希望される場合は、市と委託契約している

か４月以降に問い合わせてください。

◆健診（特定健診・健康診査）を受けるには…
　地域の保健センターなどで実施している従来の集団健診、

または市が委託契約している医療機関で、健診を受けるこ

とができます。受診するには、受診券と保険証が必要です。
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香南　一郎

コウナン　タロウ
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　「
子
ど
も
」は
私
た
ち
に
と
っ
て
、希
望
で
あ
り
社
会
の
未
来
で
す
。　

子
ど
も
を
取
り
巻
く
事
件
が
頻
繁
に
報
道
さ
れ
る
な
か
、
私
た
ち
の
身
近
な

所
で
悲
惨
な
事
件
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

傷
つ
い
た
子
ど
も
の
心
は
、ど
こ
か
で
私
た
ち
に
訴
え
か
け
て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
は
、す
べ
て
の
大
人
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
す
。

「
よ
そ
の
家
の
こ
と
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
な
い
で
、
子
ど

も
の
様
子
な
ど
異
変
に
気
づ
い
た
ら
、
す
ぐ
に
児
童
相
談
所
な
ど
の
公
共
機

関
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　　
相
談
内
容
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、固
く
守
ら
れ
ま
す
。

◆
市
福
祉
事
務
所
　
　
57-

８
５
０
９

　
福
祉
事
務
所
は
、児
童
虐
待
の
早
期
発
見
、早
期
対
応
を
図
る
地
域
の
窓
口

と
し
て
家
庭
相
談
員
を
配
置
し
、相
談
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

　
地
域
で
、
虐
待
で
は
な
い
か
？
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
を
発
見
し
た
場
合
に

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　

　　◆
高
知
県
中
央
児
童
相
談
所
　
　
０
８
８-

８
６
６-

６
７
９
１

　
す
べ
て
の
子
ど
も
が
明
る
く
、
す
こ
や
か
に
育
つ
た
め
に
、
子
ど
も
の
成

長
・
発
達
・
行
動
・
し
つ
け
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
専
門
の
職
員

が
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

知
っ
て
い
た
の
に
…
と

　
　
　
　
後
悔
す
る
前
に
。

知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
が
救
え
る
未
来
が
あ
り
ま
す
。

　
市
で
は
「
香
南
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
」
を
設
置
し
、
昨
年

12
月
26
日
に
第
１
回
の
代
表
者
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
の
協
議
会

は
、
虐
待
や
非
行
な
ど
で
保
護
を
必
要
と
す
る
児
童
に
対
し
、
地
域
の
関

係
機
関
が
協
力
し
て
情
報
収
集
や
対
策
を
行
う
も
の
で
す
。

４
月
か
ら
健
診
が
変
わ
り
ま
す
。
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